
生ごみ堆肥化活動・活用助成制度 

 

この助成制度により、次のとおり、NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 

２１が、堆肥化容器等の助成を行っています。 

 

■助成を受けるには、次の要件を満たすことが必要です。 

①豊中市内の居住者・在勤者 

②作った堆肥の自己処理ができる。 

③助成を受けるときに「堆肥化講習会※」を受講する。 

※堆肥化講習会は、堆肥の作り方や利用方法と、助成制度の説明・申請受付につい

て、ご案内しています。 

 

■助成の内容は次の４種類です。 

 ①ダンボール堆肥 ②密閉バケツ ③コンポスター ④電動生ごみ処理機 

助成の内容 

堆肥床のセット 

○とよっぴー 

2.5kg×2 袋 

○ぬか３kg 

○ﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾝﾎﾞ２00g 

(ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙは各自で用意) 

上限 

１，５００円 

上限 

３，０００円 

 

 

上限 

３，０００円 

（手動も可） 

（講習受講は自由） 

助成期間※ ６ヶ月 ３年 ５年 ５年 

※助成期間とは、助成を受けてから、再度助成を受けることができるまでの期間の

ことです。 

 

■お問合せは、NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ２１事務局まで。平日（月

曜除く 10:00～16:00）にお願いします。 

堆肥化方法についての質問や疑問についてもアドバイスを受けることができます。 
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